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福島県風力発電導入拡大事業補助金の募集について（第 2 回） 

平 成 2 ９ 年 ８ 月 １ ６ 日 

福島県企画調整部エネルギー課 

１ 事業の趣旨 

風力発電については、事業実施に先立って必要となる事業可能性調査自体が十分に行われて

いない状況にあります。そこで、風力発電を行う計画のある法人、その他の団体及び県内市町

村に対し、事業可能性の調査費用や電力会社との系統連系協議にかかる費用等の一部を助成す

ることで、地域における再生可能エネルギー事業の導入促進を図るものです。 

  なお、本事業は福島特定原子力施設地域振興交付金を活用した事業となります。 

 

２ 補助対象事業 

風力発電（おおよそ設備容量２,000kW 以上のものに限る。）の事業化に先立って行われる

複数地点の事業可能性調査。 

※事業可能性調査とは、次に掲げるものをいいます。 

・現状調査（所有権等の権利関係の調査や具体的な法規制の状況等） 

・現地調査（風況測定等） 

・経済性等の調査（発電計画、発電出力、売電収益、建設工事費・メンテナンス費用等の検討） 

・系統連系の協議（系統連系の可否についての電力会社との技術的な検討、申請） 

 

３ 補助対象者等 

  次の要件をすべて満たす法人、その他の団体及び県内市町村。 

一 再生可能エネルギーの発電による具体的な事業計画を有していること。 

二 事業可能性調査の調査結果を県に提供し、県が第三者に提供することを認めること。 

 

４ 補助対象となる経費 

  次に掲げる経費とします。ただし、環境影響評価のための調査は補助対象外となります。 

 一 事業可能性調査に必要な機器・設備の借用及び外部施設等の利用に係る経費 

 二 調査・分析・報告等に係る委託費 

 三 電力会社に対する系統連系協議の申請費用 

 四 その他協議により認められた経費 

 

５ 補助率、上限額、申請額等 

  １地点に設置する風況観測機器等１基あたり１/２以内とし、事業可能性調査に必要な補助

金申請額(上限額 5０0 万円）とします。 

想定発電所が広範囲に渡り、複数地点での調査を予定している場合には複数地点での申請を

可能とします。ただし、予算の範囲内（2,００0 万円）とします。 

 

６ 応募期限・応募方法など 

（１） 応募期限 

平成２９年８月１６日(水)～平成 2９年９月２２日(金) 

第 1 次締切 平成２９年９月１日（金）１７：００ 
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第 2 次締切 平成２９年９月１５日（金）１７：００ 

第 3 次締切 平成２９年９月２２日（金）１７：００ 

※ 交付決定額が予算額を超過した場合にはその時点で募集を終了します。 

 

（２） 提出書類 各１部 

① 風力発電導入拡大事業補助金交付申請書［様式第１号］(要綱) 

② 事業計画書［様式第１号の別紙１］(要綱) 

③ 収支予算書［様式第１号の別紙２］(要綱) 

※ 税抜の金額を記載すること。 

④ 補助対象経費の根拠を確認できる書類（見積書の写し等） 

⑤ 事業可能性調査結果提供の同意書[実施要領様式第 1 号] 

⑥ 暴力団等反社会勢力でないことの表明・確約に関する同意書[実施要領様式第 2 号] 

⑦ 風力発電事業概要[実施要領様式第３号] 

⑧ 事業可能性調査工程表 

⑨ 風況調査地点、風車配置計画図 

⑩ 事業可能性調査を実施する地点の土地地権者との契約書、同意書もしくはそれらに準

ずる書類 

⑪ 債権者登録申請書 

⑫ 口座番号が確認できる書類（通帳写し等） 

   

（３） 提出先 

上記（２）の提出書類を下記あて先に郵送または持参すること。 

 

〒960-8670 福島市杉妻町２番１６号（本庁舎 5 階）  

福島県企画調整部エネルギー課 風力発電担当 

 

７ 交付決定 

予算の範囲内で交付を決定します。交付決定後に、補助対象事業に着手してください。 

 

８ 実績報告 

    調査完了日から起算して 30 日以内、又は、平成３０年２月末日のいずれか早い日までに、

実績報告書を提出してください。     

【提出書類】各１部 

  ①風力発電導入拡大事業補助金に係る事業完了報告書［様式第５号］(要綱) 

  ②風力発電導入拡大事業補助金実績報告書［様式第６号］(要綱) 

  ③事業実績書［様式第６号の別紙１］(要綱) 

  ④収支決算書［様式第６号の別紙２］(要綱) 

  ⑤調査結果の内容を確認できる書類（風況塔完成写真、風況データ、風況塔位置図、その

他成果品等） 

⑥経費の使途及び目的が明確に把握できる証拠書類（領収書又は支払を証する書類の写し等） 
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９ 補助金の交付 

    調査完了後に提出された実績報告書の確認後、補助金額を確定し、補助金を交付します。 

 

 

１０ 問合せ先 

     本公募に関わる問合せは、質問票へ問合せ内容を記入し、質問票を添付して以下のアドレ

スに電子メールを送ってください。  

 ・ あて先 福島県企画調整部エネルギー課 風力発電担当 

 ・ アドレス re_energy@pref.fukushima.lg.jp   
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